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各種警報等発表時及び南海トラフ地震に関する情報発表時等の措置について（保存版）

各種警報等発表時、南海トラフ地震に関する情報発表時等に、お子様の安全を守るため、次の
措置をとります。ご理解ご協力をいただきますようお願いします。

暴風警報が発表された時 (「名古屋市」に暴風警報が発表された時)

※ 各種警報は市町村ごとに発表されます。しかし、「尾張東部では、暴風警報が出ている市町
村があります」など、市町村をまとめた地域の名称で報道される場合があります。名古屋市に
警報が発表されているかどうかについては、名古屋地方気象台のホームページや地上デジタル
テレビのデータ放送等でご確認ください。

名古屋地方気象台のホームページ：http://www.jma-net.go.jp/nagoya/

午前６時までに解除さ ○通常通りの授業を行います。
れた時 ○分団登校させてください。

午前６時現在で解除さ ○午前中の授業は中止します。
れていない時 ○登校せず、自宅で待機させてください。

午前６時から午前１１ ○午後の授業を行います。
時までに解除された時 ○午後の授業がある学年は、昼食を済ませて、午後１時に分団集合場

所に集まり、分団登校させてください。（給食はありません）

午前１１時以降も解除 ○当日の授業は中止します。
されない時

在校中に発表された時 ○通学路の安全を確認後、一斉下校させます。
○気象状況等によっては学校に待機させる場合があります。

※ 教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日・土日祝を問わず、午後０時までに教育委員
会より「なごやっ子あんしんメール」と「教育委員会ホームページ」で休校をお知らせしま
す。

※ 大雨・大雪警報の場合は、「連絡がない限り平常通りの登校」を原則といたします。

避難指示、緊急安全確保及び特別警報が発令された時

■守山中ブロック内（守山小学区・西城小学区・廿軒家小学区のいずれか）に発表された時
■特別警報が「名古屋市」に発表された時

状 況 対 応

午前６時までに避難指示、緊急安全確保及び特別警 午前中の授業を中止します
報が解除されない場合 ※暴風警報の欄参照

登
校 午前６時から午前１１時までに避難指示、緊急安全 午後の授業を行います。
前 確保及び特別警報が解除された場合 ※暴風警報の欄参照

午前１１時を過ぎても避難指示、緊急安全確保及び 当日の授業を中止します。
特別警報が解除されない場合

登 登校後に避難指示、緊急安全確保及び特別警報が発 原則、学校に待機させます。
校 表された場合 ※ 状況に応じて、引き取りを
後 お願いすることがあります。



激しい雨で危険が伴う恐れがある時

◎ 「名古屋市」に大雨警報や洪水警報が発表され、地域の状況によって登校に危険が伴うと
保護者が判断された時は、登校を見合わせてください。

◎ 大雨警報や洪水警報が発表されていなくても、登校前に激しい雨が降ってきて、登校に危
険が伴うと保護者が判断された時は、登校を見合わせてください。

◎ 登校を見合わせた場合は、学校へ電話で連絡してください。

◎ 各学級の児童の出欠状況を把握した後に、電話連絡がない場合は、学校から電話で連絡さ
せていただく場合があります。

◎ 登校を見合わせた後、天候が回復し安全が確認された場合は、保護者の判断で登校させて
ください。

◎ 雨で危険が伴うと判断されて登校を見合わせた場合、遅刻や欠席になりません。

※ 在校時に、避難指示、緊急安全確保及び特別警報等の発表や激しい雨が降ってきたときの
下校については、気象状況や通学路の状態などを確かめた上で、下校時刻等を学校からメー
ルでお知らせします。

南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発表された時

状 況 対 応

①登校前・在宅時 ・学校から連絡がない限り、通常通り登校する。

②登校途中 ・原則として、そのまま登校する。その後については、「③在校中」に
準じた対応。

③在校中 ・メール等にて連絡を入れる。状況によっては、保護者又は非常災害時
における代理人（引き渡し確認カードに登録されている方に限る）の引
き取りにより下校する。

④下校途中 ・そのまま下校し、その後については、「①登校前・在宅時」に準じた
対応

本地域に震度５強以上の地震が発生した時

在校時に、本地域に震度５強以上の地震が発生した場合は、授業をはじめとする教育活動を
打ち切ります。その後、児童を学校に待機させ、学校において、保護者又は非常災害時におけ
る代理人（引き渡し確認カードに登録されている方に限る）に対して、児童を引き渡します。

※ この場合、メール配信及び電話連絡が困難となることが予想されます。よって、本地域に
震度５強以上の地震が発生した場合は、原則、連絡がなくても、学校に児童を引き取りに来
てください。その後、学校の再開については、その時の状況に応じて連絡します。

＜お願い＞ 「引き渡し確認カード」に変更がある場合には、担任までお知らせください。


